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 「指定管理者制度」は、市が指定する民間事業者・団体に公の施設の管理・運営業務を行って

いただく制度で、民間の能力を活用して、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的と

しています。 

 本市では、岡谷市特定公園について、令和８年度からの指定管理者を公募で募集します。 
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１ 募集の概要 

 （１）公募の単位 

     都市公園（特定公園）の概要に記載されている施設については、それぞれぞれの都市公

園の設置目的を効果的に達成し、都市公園の推進を図るとともに経費の削減につなげるた

め、３都市公園を一括として募集をします。 

 

 （２）都市公園（特定公園）の概要 

    ア） 

名 称 鳥居平やまびこ公園 

所 在 地 岡谷市４７６９番地１４ほか 

設 置 年 月 昭和５８年４月 

設 置 目 的 

子供からお年寄りまですべての人々が一緒に利用できる｢ファミリーパ

ーク｣であり、レクリエーション、遊び、運動とつどい、出会い、さらには

都市景観等の拠点となることを目的としている。 

開 設 時 間 

開園時間：有料公園施設並びにセンターハウス 

午前９時００分から午後５時００分まで 

開 園 日：○スポーツひろば及びテニスコート及びサイクリ 

ングコース並びにセンターハウス 

３月第３日曜日から１２月第２日曜日までの間で、毎週火曜

日（この日が国民の祝日に当たるときはその翌日とする。）を除

く日。ただし、４月２９日から５月５日まで及び７月第４月曜

日から８月末日までの間は、毎日営業することとする。 

○サマーボブスレー 

３月第３日曜日から１２月第２日曜日までの間で、土、日曜

日及び国民の祝日。ただし、４月２９日から５月５日まで及び

７月第４月曜日から８月末日までの間は、毎日営業することと

する。 

※市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 

 開園日については、 

Ｒ８年度は４月第３日曜日から。Ｒ９年度以降は３月第３日曜日からと 

する 

施設の内容 

○有料公園施設以外の施設 

いこいのひろば・花見ひろば・催物ひろば・ピクニックひろば・渓流ひろ

ば・展望ひろば・中央ひろば・オアシスひろば・南口ごろごろひろば・植

物園・健康の森・旧ローラースケート場・センターハウス 

○有料公園施設 

スポーツひろば・テニスコート・サイクリングコース・コインロッカー・

望遠鏡 

サマーボブスレー及び以下付帯施設 

単線固定循環式特殊索道（１人掛け） 

資機材置場・作業員休憩及び作業施設 

利 用 状 況 

令和４年度年間利用者数  １３７，９００人 

令和５年度年間利用者数  １２８，１００人 

令和６年度年間利用者数  １１８，０００人 



 

2 

     

    イ） 

名 称 岡谷湖畔公園 

所 在 地 岡谷市湖畔一丁目１００１８番地４１ほか 

設 置 年 月 平成６年７月 

設 置 目 的 

地域のふるさと意識として心のよりどころでもある｢諏訪湖｣の水辺であ

り、湖岸環境の保全、うるおいややすらぎのある街づくり、市民が諏訪湖

と親しめる憩いの空間づくりなどを目的としている。 

施設の内容 

いこいとやすらぎのゾーン 

みなとなぎさパーク 

イベント・スカイスポーツゾーン 

ウェルネスコアゾーン 

 

ウ） 

名 称 蚕糸公園 

所 在 地 岡谷市幸町９番 

設 置 年 月 昭和３１年１０月１５日 

設 置 目 的 
周辺施設と一体的な公共空間となり、四季折々の草花が楽しめ、芝生な

どをメインとした緑豊かな空間づくりを目的としている。 

施設の内容 
イベント広場、園路、植栽、芝生、花壇、四阿・パーゴラ、ベンチ、ブロ

ンズ像２基、水飲み、園内灯、フットライト、園名板、イルミネーション 

 

 

 （３）指定の期間 

    令和８年４月１日～令和１３年３月３１日までの５年間 

  

 （４）指定管理料 

    定額制 

 

２ 管理・運営方針 

（１）指定管理者は、住民の平等利用の確保に努めること。 

 

（２）指定管理者は、民間の経営手法を活用して管理・運営を効率的に行い、質の高い施設サー

ビスを提供するとともに経費の節減に努めること。 

 

（３）指定管理者は、施設・設備の機能と特性を十分に把握し、施設の管理・運営を適切に行う

こと。また、利用者の安全確保を最優先とすること。 

 

（４）指定管理者は、日頃から利用者ニーズの把握に努め、施設の管理・運営に積極的に反映す

ること。 
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 （５）指定管理者は、市民の憩いや安らぎ、健康、文化、レクレーション活動の拠点づくりと美

しく潤いのある都市景観形成による公共の福祉の増進を図り、岡谷のまちづくりに貢献す

る施設を目指すこと。 

 

 （６）指定管理者は、以下の関係法令を遵守し、市の指導に従うこと。 

・都市公園法、都市公園法施行令ほか関係法令 

・岡谷市都市公園条例、岡谷市都市公園条例施行規則 

・岡谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

・地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法令 

・労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関連法令 

・消防法、建築基準法ほか施設管理に関係する法令 

・岡谷市暴力団排除条例及び岡谷市暴力団排除条例施行規則 

・個人情報の保護に関する法律および岡谷市個人情報保護条例 

・その他関係する法令、条例、規則、要綱等 

 

 （７）岡谷市は、岡谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、また岡谷市指定管

理者制度に関するガイドラインに基づき、以下の措置により、施設サービスの水準の確保

に努めるものとする。 

    ① 管理運営状況に関する調査、報告 

      岡谷市は、施設の管理・運営状況を確認するため、指定管理者に対して定期的に報告

を求め、施設を調査し、または必要な指示を行う。 

      また、指定管理者による管理運営状況を岡谷市公の施設指定管理者選定等審議会へ報

告し、改善・改革のほか、市民サービスの向上と経費の削減につなげる。 

    ② 指定の取り消し等 

      岡谷市は、指定管理者が市の指示に従わない場合や、指定管理者の責めに帰すべき事

由によって指定管理を継続できないと認められる場合は、指定の取り消し、または業務

の全部停止命令若しくは一部停止命令を行う。 

 

 （８）その他 

    ① 緊急時の対応 

     管理運営業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、指定管理者は

速やかに必要な措置を講じるとともに、市を含む関係各所に対して、速やかに緊急事態発

生の旨の通報するものとする。 

    ② 災害応急活動 

     指定管理者は、災害時において、市が「岡谷市地域防災計画」に基づき行う災害応急活

動等に協力するものとする。 
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３ 指定管理者が行う業務内容 

  ※参照：別添１「岡谷市都市公園（特定公園）指定管理業務仕様書」 

施設、設備の維持

管理に関する業

務 

・施設の管理、補修、清掃 

・設備の管理、補修、保守点検 

・備品の管理 

・施設の改修、修繕に関する提案 

施設の運営に関

する業務 

・地域活性化事業の企画・実施、緑化促進事業の企画・実施 

・関係団体の支援 

・利用者アンケートの実施 

・利用者の相談への対応、利用者に対する必要な指導・助言 

・利用者の要望、苦情、トラブル等への迅速・適切な対応 

・施設利用者の拡大に向けた広報活動 

・危機管理マニュアルの作成（災害時・緊急時に備えた体制の整備） 

・指定管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取り扱い 

施設の使用許可、

使用料の収受等

に関する業務 

・施設使用申請の受け付け、使用許可 

・施設使用料の徴収 

・施設利用者数、徴収した使用料収入等に関する報告書の作成 

その他の業務 ・上記の業務を実施するために必要な職員の配置、教育 

・本市等が主催、共催、後援するイベントへの全面的な協力 

・指定管理業務に含まない自主事業の実施（市が認める内容） 

・以下の計画書、報告書の作成、報告 

  予算書類：各年度の事業計画書、収支予算書 

  決算書類：各年度の事業報告書（年報）、収支決算書 

       四半期報告書、月報、日報 

 ※備考 

  ① 指定管理業務の実施にあたり、業務の全部を第三者に委託すること、または請け負わせるこ

とは認めません。 

  ② 施設の管理責任体制を確保するため、常時、統括責任者（館長相当職）を配置してください。

また、施設サービスの水準を確保するため、常時、土木、設備、植栽等について専門的な知

識・技術を有する職員を配置してください。 

 

４ 指定管理者と岡谷市の主な役割（責任）分担 

  岡谷市と指定管理者との役割（責任）分担は、以下のとおりとします。 

  ただし、法令等で規定されている事項を除き、両者が協議できるものとします。 

○：主な役割、△：一定範囲の役割 

項 目 指定管理者 岡谷市 

包括的な施設管理責任（除：管理の瑕疵）  ○ 

施設管理・運営の基本的方針の決定  ○ 

土地の賃借  ○ 

施設・設備の維持管理、保守点検 ○  
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施設の安全・衛生管理 ○  

施設・設備の修繕にかかる費用   

 ・経年劣化、第３者の破損による修繕 １件５０万円未満 １件５０万円以上 

 ・施設の構造・性質に関わる根本的修繕  ○ 

 ・不可抗力（天災等）による修繕  ○ 

施設の運営 ○  

物品の購入・管理 ○ △ 

施設利用者の個人情報漏えいに伴う対応 指定管理者に瑕疵あり 指定管理者に瑕疵なし 

業務の再委託に伴う費用、事故、損害 ○  

自主事業の実施に伴う費用、事故、損害 ○  

施設損害賠償保険、履行保証保険への加入 ○  

火災保険への加入  ○ 

職員の雇用、職員の労務災害 ○  

苦情・事故等への対応 施設管理に関する内容 施設管理以外の内容 

災害対応、災害復旧 現場対応、報告 総括的対応 

第三者への損害賠償 指定管理者に瑕疵あり 施設構造上の欠陥あり 

施設の法的管理（占用・行為許可） 書類受付・交付事務 全般 

指定管理終了時の原状回復 ○  

 ※備考 

  ① 施設・設備の修繕にかかる費用（経年劣化、第３者の破損による修繕） 

    ・１件５０万円未満の小破修繕 ：指定管理料の範囲内で指定管理者が負担 

    ・１件５０万円以上の大規模修繕：市と指定管理者が協議のうえ決定 

  ② 自主事業の実施に伴う費用 

    ・収入：すべて指定管理者の収入 

    ・支出：すべて指定管理者の負担とし、指定管理料からの支出は不可 

  ③ 施設使用料収入 

    すべて岡谷市の歳入（別途、公金収納事務委託契約を締結） 

 

５ 申請に必要な資格 

 （１）申請者の条件 

    ① 法人またはその他の団体であること（以下「法人等」という。） 

      複数団体が構成するグループでの申請は可能です。（代表団体を決定のこと） 

      この場合、グループの構成団体は、他のグループの構成団体となって申請することや、

単独で申請することはできません。 

    ② 特定公園の管理・運営を安全・円滑に行うことができる人的・物的能力があること 

    ③ 岡谷市内に事業所を有すること 

     申請時には岡谷市内に事業所がない場合、指定までに事業所を設置する「確約書」を提

出すれば申請することができます。 

 

 （２）申請することができない場合 

    ① 一般競争入札等の参加を制限されている法人等（地方自治法施行令第１６７条の４） 
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    ② 岡谷市から指名停止措置を受けている法人等（建設工事等入札参加資格者に係る指名停

止要領） 

    ③ 会社更生法に基づく再生手続開始の申立て、または民事再生法に基づく再生手続開始の

申立てがなされている法人等 

    ④ 最近３年間の法人税、消費税および地方消費税並びに市税を滞納している法人等 

    ⑤ 宗教活動または政治活動を主たる目的とする法人等 

    ⑥ 指定の取消しを受けたことがある法人等（地方自治法第２４４条の２第１１項） 

    ⑦ 破産者、法律行為を行う能力を有しない者、または禁錮以上の刑に処された者を役員と

している法人等 

    ⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団又はそ

の構成員及びそれらの利益となる活動を行う法人等 

    ⑨ 暴力団の構成員、もしくは暴力団等の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を

代表者（※）としている法人又はそれらの者の統制下にある法人及びそれらの者を配置

する予定の法人等 

     ※法人では役員、その他の団体では代表者および団体運営に実質的に参加する者 

 

６ 申請の方法 

  申請にあたっては、岡谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第２条

に基づき、次の書類を提出してください。 

 （１）提出書類 

法人 その他の団体 

・指定申請書（様式１） 

  （添付）指定管理業務に関する事業計画書、収支予算書 

・誓約書（様式２） 

・指定までに岡谷市内に事業所を設置する確約書(任意様式) 

・定款、寄附行為、規約等 

・登記事項証明書 

・法人の組織、運営に関する諸規定等 

・代表者の履歴書 

・代表者の身元証明書 

・団体の設立趣旨、事業概要が分かる資料 

・役員名簿 ・代表者、構成員の名簿 

・直近３年間の納税証明書（法人） 

  法人税、消費税、地方消費税、法人市

民税 

・直近３年間の納税証明書（代表者） 

  所得税、消費税、地方消費税、市町村

民税 

・直近３年間の決算書類 

  事業報告書、財産目録、貸借対照表、

損益計算書、資金収支計算書、個別注

記表等 

・直近３年間の決算書類 

  事業報告書、収支決算書等 

 

 

・今年度の予算書類 

  事業計画書、資金収支計算書等 

・今年度の予算書類 

  事業計画書、収支予算書 
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 （２）提出部数 

 提出部数 留意事項 

正 本 １部  

副 本 ７部 添付書類は複写可 

 

 （３）申請書類の著作権 

    申請書類の著作権は、申請者に帰属します。 

     ただし、市は、必要な場合は、指定管理者に選定した団体の申請書類の一部または全部

を無償で使用できるものとします。 

     なお、申請書類については、正本及び副本の１部を岡谷市文書管理規則に基づき保管

 し、残る副本６部については廃棄処分とします。 

 

 （４）情報公開条例に基づく開示請求 

    提出された申請書類は、岡谷市情報公開条例に基づく開示請求の対象になります。 

    ただし、個人情報や申請者の正当な利益を害するおそれのある情報は開示しません。 

  

 （５）申請の費用 

    申請に要する経費は、すべて申請者の負担とします。 

 

７ 指定管理業務に関する事業計画書、収支予算書の作成 

  指定申請書の添付書類として、以下の書類を作成してください。 

 （１）事業計画書   ※参照：別添１「岡谷市都市公園（特定公園）指定管理業務仕様書」 

項 目 内 容 

１ 団体の概要 

（１）団体の概要（施設名、団体名、代表者名、設立年月日、

資本金、所在地、連絡先、職員等の数、団体の組織、

団体の理念・経営方針、事業内容） 

（２）今回の申請理由 

（３）類似施設の管理運営実績 

２ 管理運営を行うにあ 

たっての経営方針 

（１）基本方針 

（２）経費の縮減策 

３ 施設の管理 

（１）職員の配置計画及び採用計画 

（２）有資格者等の配置計画 

（３）職員の研修計画 

（４）施設の維持管理計画 

４ 施設の運営 

（１）住民の平等利用の確保対策 

（２）サービス向上対策 

（３）利用者の要望の把握及び実現対策 

（４）自主事業計画及び予算 

（５）地域、他施設との連携 

（６）施設の運営計画 
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（７）目標の設定 

５ 個人情報の保護措置 

６ 緊急時対策 
（１）防犯、防災の対応 

（２）その他、緊急時の対応 

７ その他、特記すべき事項 

 

 （２）収支予算書   ※参照：別添２「決算の概要」 

  経費の算出にあたっては、下記に示す額を上限額として積算し、年度毎の必要経費を

提示して下さい。なお、指定管理料については、提示のあった金額を上限とし、両者協

議のうえ市の予算編成に基づいた作業過程を経て予算化する。なお、指定管理業務に係

る経費については、現行の消費税率１０％で積算すること。 

期  間 上 限 額 

令和８年度から令和１２年度 
５１７，２８０千円 

（※消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

    ・会計年度   ：令和８年度から令和１２年度まで（５年分） 

    ・主な物品   ：本市が無償で貸し付け(物品一覧) 

    ・精算、赤字補填：原則として行わない 

    ・金額、支払方法：両者の協議の上、年度協定に定める方法で、年度協定に定める金額を

指定管理料として支払う（提示額を上限とする） 

・その他     ：指定期間中に賃金水準及び物価水準の変動、並びにその他のやむを得

ない事由により当初合意した指定管理料が不適当となった場合は、変

更の要否や変更金額等について協議により決定します。 

 

８ 審査・選定の方法 

 （１）審査項目 

    ・事業計画書の各項目（７（１）を参照） 

    ・収支予算書 

    ・その他、すべての申請書類 

 

 （２）選定基準 

    指定管理者を選定する際は、岡谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する

条例第３条に定める３つの選定基準に基づいて審査を行います。 

① 平等利用の確保 

  公の施設の運営について、住民の平等利用を確保できること 

② 施設の有効利用および経費の節減 

  施設の効用を最大限に発揮させるとともに、施設の管理経費の縮減が図られること 

③ 管理の安定性 

  事業計画書に沿った管理を安定して行うための物的・人的能力を有していること 
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 （３）審査主体 

    市長または岡谷市教育委員会は岡谷市公の施設指定管理者選定等審議会（以下「審議会」

という。）へ諮問し、審議会は申請書類、申請者によるプレゼンテーション、施設担当課

の書類審査結果に基づいて指定管理者を審査し、答申します。 

    ・委 員：有識者５人 

    ・会 議：原則公開（一部非公開・傍聴不可） 

                  選定方法や選定基準の決定等に関する審議については公開とし、選定に

   関する審議は非公開となります。 

 

    ・結 果 (答 申 )：原則公開（内容に応じ一部非公開） 

         岡谷市情報公開条例に基づき、落選者の正当な利益を害する部分等は公表を差 

         し控えます。 

  

 （４）選定及び指定 

    市長または岡谷市教育委員会は審議会の意見を聴き、指定管理者の候補者を選定し、議会

の議決により指定管理者として指定します。 

 

９ 募集及び選定スケジュール 

 （１）募集要項の配布 

    ① 配布場所 

      岡谷市役所 ３階  まちづくり整備課（公園緑化担当） 

     住所  ：〒３９４－８５１０ 岡谷市幸町８番１号 

     電話  ：０２６６－２３－４８１１ 

     ＦＡＸ ：０２６６－２３－５４００ 

      Ｅメール：seibi@city.okaya.lg.jp  

 

    ② 配布期間  ６月１２日（木）～６月２５日（水） 

午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

 

 （２）質問の受付 

    ① 受付期間  ６月１２日（木）～６月２５日（水） 

午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

    ② 受付方法  質問事項を任意様式に記入し、書面でまちづくり整備課へ提出して 

ください。 

            ［窓口受付、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれか］ 

    ③ 回答方法  受け付けた質問に対する回答をとりまとめ、申請者（現地）説明会で公表

します。（質問者名は非公表） 

    ④ 注意事項  口頭による質問は受け付けません。 

 

 （３）現地説明会 

     申請方法、指定管理業務等について説明を行いますので、申請をする団体は必ず出席し

てください。なお、事前にまちづくり整備課にお電話・メール等で申し込みをしてください。 
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① 開催日時  ７月２日（水）午前９時００～午前１２時００分 

    ② 会場    鳥居平やまびこ公園・岡谷湖畔公園・蚕糸公園 

    ③ 参加人数  １団体につき２名まで 

    ④ 持ち物   各自、この募集要項を印刷して持参してください。 

 

 （４）申請書類の提出 

    ① 受付期間  ７月３日（木）～７月１６日（水） 

            午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

    ② 受付方法  必要な書類をまちづくり整備課へ持参してください。 

 

    ③ 注意事項  郵送による提出は受け付けません。 

            提出された書類は返却しません。 

            受付後の内容訂正・追加は認めません。 

 

 （５）プレゼンテーション（８月２２日（金）または９月４日（木）の予定） 

    全ての申請者に、審議会でプレゼンテーションを行っていただきます。 

  

 （６）審議会による審査結果の公表及び候補者の選定（１０月上旬を予定） 

    審議会による審査結果（答申書）を公表します。 

    また、市は審議会による審査結果を受け、指定管理者の候補者を選定するとともに、全て 

    の申請者に市の結果を通知します。 

 

 （７）指定管理者の指定（市議会１２月定例会を予定） 

    指定管理者の候補者については、議会の議決を経て指定管理者として指定します。 

    指定した際は、その旨を候補者へ通知するとともに公告し、また選定理由を一般に公開し

ます。 

 

 （８）協定の締結（令和８年３月下旬） 

    指定管理者は、細目についてまちづくり整備課と協議を行い、３月議会で予算案が議決さ

れた後、正式に協定を締結します。 

 

10 留意事項 

 （１）接触の禁止 

    申請者は、審議会の委員、本件業務に従事する本市職員及び本件関係者に対し、本件の申

請・選定手続きについて接触することを禁じます。 

    接触の事実が認められる場合、その申請者を失格とします。 

 

 （２）虚偽の記載をした場合の取り扱い 

    申請書類に虚偽の記載がある場合、その申請者を失格とします。 

 

 （３）候補者の取り消し 

    指定管理者の候補者の決定後、指定までに次のいずれかに該当する場合、指定をせず、協
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定を締結しないことがあります。 

    ① 経営状況の急激な悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められる場合 

    ② 著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者として不適切と認められる場合 

 

 （４）申請の辞退 

    申請書類を提出した後に申請を辞退する場合、辞退届（任意様式）を提出してください。 

 

 （５）指定管理経費の区分 

    施設の管理・運営に伴う収支については、団体及び団体が扱う他の事業とは独立した会計

処理を行っていただきます。 

    ・独自の経理規程を設置 

    ・施設専用の会計帳簿、銀行口座を設置。ただし、法人・団体自らの会計帳簿書類とは独

立した会計処理を行うことができる場合は、この限りではない。 

 

 

 

 

 

【この募集要項に関するお問い合わせ】 

  岡谷市役所 建設水道部 まちづくり整備課（市役所３階） 

   住所  ：〒３９４－８５１０  岡谷市幸町８番１号 

   電話  ：０２６６－２３－４８１１（内線：１３２０） 

   ＦＡＸ ：０２６６－２３－５４００ 

   Ｅメール： seibi@city.okaya.lg.jp  



別紙２

岡谷市都市公園（特定公園）

決　算　概　要

令和７年６月

岡谷市



１　施設名の利用状況

項目 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均 備考

利用者数（台） 137,900 128,100 118,000 128,000

施設使用料収入（円） 5,733,650 5,318,460 4,629,760 5,227,290 市の収入

２　指定管理者の歳入実績 （単位：円）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均

指定管理料 87,707,000 96,322,072 95,665,178 93,231,417

自主事業等収入 32,451,241 33,504,685 37,244,028 34,399,985

合　　計 120,158,241 129,826,757 132,909,206 127,631,401

３　指定管理者の歳出実績 （単位：円）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均

人件費 49,718,491 50,952,809 55,239,859 51,970,386
職員給与・手当、法定福
利費、旅費交通費等

光熱水費 10,140,754 10,941,614 11,028,818 10,703,729 光熱費、燃料費

一般管理費 20,307,491 20,114,820 19,591,830 20,004,714
消耗品費、通信運搬費、
保険料等

委託料 15,885,600 21,934,533 17,772,403 18,530,845
例)各種施設・設備点検業
務委託料、警備委託料

修繕費 8,549,283 7,633,396 5,988,865 7,390,515 修繕費

その他経費 15,505,555 17,177,324 20,633,782 17,772,220 減価償却費等

合　　計 120,107,174 128,754,496 130,255,557 126,372,409

岡谷市都市公園（特定公園）　決算概要

科目
金　　額

備考

科目
金　　額

備考


